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「オウミニテツドウ PROJECT～乗ってみたい！をつくる。～」は、近江鉄道線をきっかけに、

鉄道・バスをはじめとする滋賀県の公共交通機関を、住民のみなさまにもっと使っていただ

くことで、地域を盛り上げようという取り組みです。

「近江にて、集う」場所をみんなでつくり、

「近江に、鉄道」があることが、

まちのにぎわいにも繋がっていく。

観光・文化産業・暮らしなどを、皆で盛り上げていくプロジェクトとして、

鉄道やバスも含めた公共交通に「乗ってみたい！」と思ってもらえるような地域をつくる。

市民、企業、行政、交通事業者が一体となって、

盛り上げていければと考えています。

本メッセージに共感・ご賛同いただける、公共交通や地域を盛り上げようという取り組みや、

駅前のにぎわいづくりに関する取り組みには、ぜひこのロゴマークを使っていただき、

想いをひろげてください。

・地域で実施するイベントのチラシ、ポスターに「オウミニテツドウ PROJECT」ロゴを入れる

・団体での SNS 発信の際に、画像やバナーに「オウミニテツドウ PROJECT」ロゴを入れる

・イベントで配布する資料やチラシに、「オウミニテツドウ PROJECT」ロゴを入れる

＜ロゴマークの使用イメージ（一例）＞

1. コンセプト／メッセージ
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「近江に、鉄道」、「近江にて、集う」。

「オウミニテツドウ」には 2 つの想いが込められています。

近江鉄道線をきっかけに、滋賀県での公共交通のあり方について考えていきながら、

さらに、近江（滋賀県）に多くの人が集い、観光・文化産業・暮らしなど、

皆で盛り上げていくプロジェクト※であることを示しています。

「 オウミニテツドウ PROJECT 」

本プロジェクトを通じ、滋賀県全域の公共交通の利用者が増えることを目指します。

そのためには、「乗ってみたい」と思っていただける機会づくりや、

「利用してよかった」と思われる日々の取り組みが増えていくことが大切です。

その活動を共につくっていく人たちが増えていくこともまた、

本プロジェクトが目指す姿です。

「 乗ってみたい！をつくる。 」

< プロジェクト名 >

< タグライン >

（※1）
「プロジェクト」は概念であり、具体的な組織があるわけではありません。「入会」というプロセスを経ず、ガイドラインに従いながら
自由にロゴを掲げて活動をしていくことが「プロジェクト」に賛同してもらっていることになるイメージをしています。本ロゴを掲げ
て活動する沿線の団体が少しずつ増えていくことが、近江鉄道線はじめ、公共交通の盛り上がりを高めることに繋がっていきます。

2. プロジェクト名／タグライン解説
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追加



ロゴマークは、シンプルかつ立体感のあるデザインでありながら、

意志を感じさせる赤色を使用し表現。

今にも走り出しそうな乗り物をイメージした形で、

公共交通の未来を描いています。

このロゴマークに共感し、活用する人が、

一体感や使命感を持って、

まちのためにアクションしていけるような、願いを込めて作られています。

< ロゴマーク >

3. ロゴマーク解説
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ロゴマーク＋タグライン（カラー／縦） ロゴマーク＋タグライン（モノクロ／縦）

ロゴマーク＋タグライン（カラー／横）

ロゴマーク＋タグライン（モノクロ／横）

ロゴマークのみ（カラー） ロゴマークのみ（モノクロ）

「オウミニテツドウ PROJECT」ロゴマークには、カラー／形状で合計 6 種のパターンがあります。

使用したい場面に合わせて使い分けてください。

4. ロゴマーク　カラー・配置パターン
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ロゴマークの使用規定です。縮小や拡大で使用する場合も、基本比率は不変です。

デザイン展開を行う際はこの規定を遵守してください。

アイソレーション「保護エリア」

最小使用サイズ

使用カラー

0.15A
0.15A

0.15A
0.15A

A

0.75A

0.5A

0.6A

0.6A

A

＜ロゴマーク＋タグライン（縦）＞

＜ロゴマーク＋タグライン（横）＞

15mm 45mm

＜ロゴマーク＋タグライン（縦）＞ ＜ロゴマーク＋タグライン（横）＞

メインカラー

CMYK:23/96/100/0
RGB:#c3261f
DIC:C35
マンセル値:5.4R 3.8/12.8

タグライン

CMYK:0/0/0/100
RGB:#000000
DIC:G321
マンセル値:N0.8

5. 配置・サイズ・カラー規定
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ロゴマークやカラーの使用禁止例です。なお、部分的な使用、一部分の省略及び他の図形等との組み合わせ
による場合も含め、ロゴマークのイメージを損なうおそれや、特定の商品や企業のロゴマークと誤認される
など意図しないロゴマークのイメージ付けにつながるおそれがあると近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会
が認める場合には、上記に該当しない場合であってもロゴマークの使用を禁止する場合があります。
要綱及び本ガイドラインを遵守し、慎重に取り扱ってください。

ロゴマークが変形（斜体・長体・平体など）・
回転しているもの。

ロゴの要素（文字・電車などロゴに記載して
いるすべての要素）が、他のデザインによって
隠れること。

ロゴを分解したり、組み替えたりすること。 ロゴを透過して、背景に別の写真やイラスト
を入れること。

別の色味を変えること。（モノクロで使いたい
場合は、モノクロデータを使用） ロゴをアウトライン（線）でのみ使用すること。

6. 禁止事項
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その他、ロゴ活用に関するアイデアや、利用シーンのご相談等については
下記までご連絡ください。

近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会事務局
（滋賀県土木交通部交通戦略課）

〒520-8527 滋賀県大津市京町四丁目 1番１号
TEL：077-528-3685
E-mail：hc00@pref.shiga.lg.jp

① ロゴデータ・ダウンロード

　滋賀県及び５市５町のホームページからダウンロードをしてください。

② ロゴ使用後について

　ロゴを使用される場合は、要綱（近江鉄道沿線地域の公共交通の利用の動機付け、　
　持続可能なまちづくりをＰＲするロゴマーク等の使用に関する要綱）・ガイドライン
　（近江鉄道沿線地域の公共交通の利用の動機付け、持続可能なまちづくりをＰＲする
　ロゴマーク等の使用に関するガイドライン）に基づき利用してください。
　なお、営利利用の場合は、要綱第７条の規定に基づき、申請し、許可を得る必要が
　あります。

滋 賀 県
彦 根 市
近江八幡市
甲 賀 市
東 近 江 市
米 原 市
日 野 町
愛 荘 町
豊 郷 町
甲 良 町
多 賀 町

https://www.pref.shiga.lg.jp/
https://www.city.hikone.lg.jp/index.html
https://www.city.omihachiman.lg.jp/index.html
https://www.city.koka.lg.jp/
https://www.city.higashiomi.shiga.jp/
https://www.city.maibara.lg.jp/index.html
https://www.town.shiga-hino.lg.jp/
https://www.town.aisho.shiga.jp/index.html
https://www.town.toyosato.shiga.jp/
https://www.kouratown.jp/
https://www.town.taga.lg.jp/

7. ロゴマークの使用にあたって
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